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市
・
道
民
税
の
申
告
を

受
け
付
け
ま
す

　

期
間
中
は
窓
口
が
大
変
混
み
合
う
の

で
、
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し
く

だ
さ
い
。

受
付
期
間　

２
月
８
日
㈫
～
３
月
15
日

㈫
の
平
日
、
８
時
45
分
～
16
時
30
分

受
付
場
所　

市
民
ホ
ー
ル
（
市
庁
舎
１

階
）

　

ま
た
、
コ
ミ
セ
ン
な
ど
で
出
張
申
告

の
受
付
（
表
１
）
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、

昨
年
同
様
、
非
課
税
の
収
入
が
あ
っ
た

人
な
ど
一
部
の
人
に
は
、
事
前
に
申
告

書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
、
混
雑
緩

和
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
の
要
否
に
つ
い
て

事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い

　

市
・
道
民
税
の
申
告
は
、
収
入
の
種

類
や
控
除
内
容
に
よ
っ
て
申
告
が
必
要

な
人
と
不
要
な
人
に
分
か
れ
ま
す
（
表

２
）。
申
告
が
必
要
な
人
は
、
受
付
期

間
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
の
際
に
は
源
泉
徴
収
票
や
控
除

証
明
書
類
な
ど
、
申
告
す
る
内
容
に
よ

っ
て
必
要
な
も
の
が
異
な
り
ま
す
（
表

３
）。
ま
た
、
控
除
の
証
明
書
が
無
い

場
合
、
申
告
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
申
告
の
際
は
、
証
明
書
な
ど
を

忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
期
間
を
過
ぎ
て
か
ら
の
申
告

は
、
申
告
内
容
が
当
初
の
税
額
通
知
に

反
映
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

公
的
年
金
等
を

受
給
し
て
い
る
人
の
申
告

　

公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０
万
円

以
下
で
、
公
的
年
金
等
以
外
の
所
得
金

額
が
20
万
円
以
下
の
場
合
は
、
所
得
税

の
還
付
を
受
け
る
場
合
を
除
い
て
、「
所

得
税
の
確
定
申
告
」
は
不
要
で
す
。

　
「
所
得
税
の
確
定
申
告
」
を
し
な
い

場
合
、
年
金
支
払
者
か
ら
市
へ
提
出
さ

れ
た
年
金
支
払
報
告
書
を
基
に
市
・
道

民
税
を
計
算
し
ま
す
。
医
療
費
・
生
命

保
険
料
・
扶
養
控
除
な
ど
、
控
除
内
容

に
追
加
が
必
要
な
人
や
、
公
的
年
金
等

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
が
あ
る
人

は
「
市
・
道
民
税
の
申
告
」
が
必
要
で
す
。

医
療
費
控
除
の
申
告

　

医
療
費
控
除
の
申
告
に
つ
い
て
は
、

明
細
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

明
細
書
は
、
①
医
療
を
受
け
た
人
、

②
病
院
・
薬
局
ご
と
に
、
実
際
に
支
払

っ
た
医
療
費
の
額
を
集
計
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
申
告
会
場
で
は
、
作
成
の

代
行
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
、

ご
自
身
で
集
計
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま

た
、
各
医
療
保
険
者
が
発
行
す
る
「
医

療
費
の
お
知
ら
せ
」
を
提
出
す
る
こ
と

で
、
明
細
書
の
記
入
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、「
医
療
費
の
お
知
ら

せ
」
に
載
っ
て
い
な
い
医
療
費
に
つ
い

て
は
、
明
細
書
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
集
計
対
象
の
領
収
書
な
ど
は
、

制
度
改
正
に
よ
り
提
出
は
不
要
と
な
り

ま
し
た
が
、
ご
自
宅
な
ど
で
５
年
間
保

存
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

市
民
税
・
道
民
税
申
告
書
の

郵
送
対
応
に
つ
い
て

　

会
場
に
お
越
し
に
な
る
こ
と
が
難
し

い
場
合
は
、
郵
送
で
申
告
書
を
受
け
付

け
ま
す
。
郵
送
の
際
は
、
①
本
人
の
身

元
確
認
書
類
の
写
し
、
②
番
号
確
認
書

類
の
写
し
、
③
所
得
の
分
か
る
も
の
、

④
各
種
控
除
を
受
け
る
場
合
に
必
要
な

も
の
を
添
付
（
写
し
可
）
し
て
く
だ
さ

い
（
表
３
）。
特
に
、
各
控
除
を
証
明

す
る
も
の
は
忘
れ
ず
に
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。
添
付
が
な
い
場
合
、
控
除
を
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
郵
送
さ
れ
た
も
の
は
、
返
却

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

受
付
日
程
な
ど
を

変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
な
ど
に
よ
り
、
出
張
申
告
の
受
付
日

程
や
、
市
庁
舎
で
の
申
告
受
付
期
間
な

ど
を
変
更
す
る
場
合
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

そ
の
他
、
申
告
関
係
の
詳
し
い
情
報

に
つ
い
て
も
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

市
・
道
民
税
の
申
告
は

２
月
８
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で

申
告
は
「
忘
れ
ず
・
正
し
く
・
お
早
め
に
」

　
市
・
道
民
税
の
申
告
は
、
税
額
だ
け
で
な
く
、
国
民
健
康
保
険
料
な
ど
を
決
定
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
で
す
。

申
告
の
要
否
や
必
要
な
も
の
な
ど
を
確
認
し
、
期
間
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

市
民
税
課
（
市
庁
舎
２
階
、
☎
65
・
４
１
２
０
）

問
い
合
わ
せ
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表１　市・道民税の出張申告受付日程

表２

表３

日　　時 受付会場（所在地）

２月16日㈬ 13時30分～15時 大空会館（大空町12）

２月17日㈭ 13時30分～15時 森の里コミュニティセンター（西22南４）

２月24日㈭ 13時30分～15時 西帯広コミュニティセンター（西23南２）

３月２日㈬ ９時30分～11時 大正農業者トレーニングセンター
（大正本町西１）

３月２日㈬ 13時30分～15時 川西農業者研修センター（川西町西２）

３月３日㈭ 13時30分～15時 南コミュニティセンター（西10南34）

３月９日㈬ 13時30分～15時 緑西コミュニティセンター（西17南４）

市・道民税の申告が必要となる人は令和４年１月
１日現在、住民登録に関係なく実際に帯広市に住
んでいて、令和３年１月１日から12月31日の間に
所得のあった人です。

　ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はあり
ません。

□ 番号確認書類…マイナンバーカード、または通知カード
（記載事項が住民票と一致している場合のみ）

□ 身元確認書類…運転免許証など
（□ 代理権確認書類…委任状など、代理人申告時に必要）

□ 申告書が郵送された人は申告書
□ 所得の分かる次のもの

（令和３年１月１日から12月31日までのすべての収入）
＊給与収入のある人…給与の源泉徴収票
＊公的年金等収入のある人…公的年金の源泉徴収票
＊事業・不動産などの収入のある人

…収入および必要経費などの明細が分かる帳簿や書類

□ 医療費控除…医療費の明細書
□ 医療費控除の特例（セルフメディケーション）

…セルフメディケーション税制の明細書
□  社会保険料控除…国民健康保険料・後期高齢者医療保

険料・介護保険料・国民年金保険料などの納付確認書・
控除証明書・領収書

□  生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除
…控除証明書

□  障害者控除…障害者手帳または障害者控除対象者認
定書

※ 扶養親族が国外居住の場合は、海外居住が分かるもの（パスポートな
ど）・送金などが分かるもの（クレジットカードの明細など）が必要です。

※ 給与支払報告書の提出の有無は勤務先に確認してください。
※ 上記の場合であっても確定申告の提出が必要となる場合があります。
※ 国民健康保険または、後期高齢者医療制度に加入している人は、収入

が無くても申告が必要となる場合があります。

1所得税の確定申告書を提出する人
2�公的年金のみの収入の人で、追加の控除が無い人
3�給与収入のみの人または、給与収入と公的年金
等の収入のみの人で、勤務先から帯広市へ給与
支払報告書の提出がされ、追加の控除が無い人

市・道民税の申告が必要な人

申告に必要なもの

各種控除を受ける場合に必要なもの

市・道民税の申告が不要な人

① 混雑を避けるため、申告会場は前年同様市民ホール（市庁舎
１階）です。会場は大変冷え込みますので、暖かい服装でお
越しください。

②感染症予防のため、手指消毒やマスクの着用をお願いします。
③ 申告会場では、消毒液の設置などの感染症対策を実施します。

また、発熱など、体調に異常を感じる場合は、来場を控え、
申告期間内での日程変更や、郵送での申告の検討をお願いし
ます。

申告会場来場にあたってのお願い申告会場来場にあたってのお願い
① 受付時、当日の来場順に番号札をお渡しします（事前予約不可）。申告会場では、

呼び出し番号を表示しています。待ち時間中の会場の出入りは自由ですが、外出
される際とお戻りの際は受付にお声掛けください。

② 申告書の必要項目すべての記載が済んでいる人には、専用の確認窓口を設け、記
載済みの申告書を受け付けます。そのため、呼び出し番号が前後する場合があり
ますので、ご了承ください。

　 申告書は、昨年、市・道民税の申告書を提出した人などへ郵送しているほか、申
告会場にも用意していますので、事前記載へのご協力をお願いします。

混雑を避けるために混雑を避けるために


